
2024.11.18／南風原町総括表／（a）　3校　01-0684-00-1147-3

■特別徴収による従業員のメリット
・毎月、給料から天引きされるため納め忘れがありません。
・一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く手間を省くことができます。
・１年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。
　（普通徴収は年４回の納付）

令和７年１月１日の住所を確認しご記入ください。
※南風原町以外の住所の場合は該当の市町村へ提出ください。

■前職分
　他の支払者の給与等を合算している場合は、必ずその支払者と所在地・
給与支払金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額を記入してください。
■普通徴収該当者
　普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書」内の略号（ａ～ｆ）
を記入してください。
　※記入がない場合は特別徴収の取扱いとなる場合があります。
■５人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族
　５人目以降の対象扶養親族の氏名と続柄を記入してください。氏名の
前に括弧書きの数字を記入し、マイナンバーとの対応関係がわかるよう
にしてください。
■追加・訂正
　給与支払報告書に追加や訂正がある場合は、必ず記入してください。
■定額減税控除額に関する項目
　記入例を参考に「控除した額(控除済額)」「控除しきれなかった額
（控除外額）」を記入してください。

　生命保険料控除を適用した場合は、各生命保険料のすべての支払額を
必ず記入してください。記入がない場合控除を適用出来ない場合があります。

■「適用数」・「居住年月日」、「住宅借入金特別控除区分（住・認・増・
震）」「年末残高」をそれぞれ記入してください。
■年末調整で控除しきれない控除額がある場合は「住額借入金等特別控
除可能額」も記入してください。
※住宅借入金等特別控除区分に間違いがある場合や住宅借入金等特別控
除可能額の記載がない場合は住民税へ適用出来ない場合があります。

配偶者の合計所得金額を記入してください。
※収入金額ではありません。

控除対象の配偶者・扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名・個人番号を
記入してください。控除対象扶養親族の数と人数を一致させてください。

該当する控除がある場合は○を記入してください。
※寡婦・ひとり親控除については、離別・死別・扶養の有無など控除要
件を満たすかどうかの確認をお願いします。

必ず記入してください。※個人の特定をするうえで必要な事項です。

1　住所欄

2　摘要欄

3　生命保険料控除の
内訳欄

4　住宅借入金　　　
特別控除の内訳欄

5　配偶者の　　　　
合計所得欄

6．控除対象配偶者・
　　扶養親族

7　本人障害・寡婦・
ひとり親・　　　
勤労学生欄

8　受給者生年月日欄

～給与支払報告書（個人別明細書）の記入例～

《特別徴収（給与天引き）による納税の仕組み》
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①給与支払報告書の提出

②特別徴収税額の通知

⑤税　の　納　入

（1月31日まで）

（5月31日まで）

（翌月10日まで）
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業
　
員

（
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）

③特別徴収税額の通知

④税　の　徴　収

（5月31日まで）

（6月から翌年5月の
　　　　給与支払時）

給与支払報告書の提出について

変更点・注意点について

１．前年中に給与の支払をしたすべての従業員の給与支払報告書の
提出が必要です。

　　個人で確定申告される方や退職した方も必ず提出してください。

２．従業員の令和７年１月１日現在の住民登録地をご確認の上、提
出してください。

３．給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収の方法で徴収
することが義務づけられています。

　※普通徴収切替理由書の提出がない場合や給与支払報告書（個人
別明細）に普通徴収の記載がない場合は特別徴収となります。

４．給与支払報告書の提出後、退職、転勤の異動が生じた場合は、
異動届出書を必ず提出してください。

５．適正課税に影響が出るため、必ず期限内の提出をお願いします。

令和７年度（６年分）提出期限：令和７年１月３１日

提　出　書　類
１．給与支払報告書（総括表）
２．給与支払報告書（個人別明細）　　※従業員１名につき１枚
３．普通徴収切替理由書　※普通徴収とする従業員がいる場合のみ

定額減税を
実際に控除した額
控除しきれなかった額
合計所得金額が
1,000万円超の方で、
同一生計配偶者を
年調減税額の計算に
含めた場合

・源泉徴収時所得税減税控除済額　×××円
・控除外額　　×××円

・源泉徴収時所得税減税控除済額　×××円
・控除外額　　×××円
・非控除対象配偶者減税有  

１．個人別明細の摘要欄に定額減税に関する事項の記載が必要です。

２．特別徴収税額通知を、電子データでの受取を選択した場合は書
面での送付はありません。

内　　容 記　載　方　法

（源泉）控除対象配偶者

の有無等

配偶者（特別）

控　除　の　額

（源泉・
特別）
控　除
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配偶者
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元　　号

基礎控除の額 所得金額
合計調整額

給与所得控除後の金額
（調整控除後）

6 昭和 55 5 54 1○

南風原町字兼城686番地

沖縄県南風原町字○○○番地

株式会社　南風原 098－889－0000

1 1 1 1 1－1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

ハエバル　タロウ

南風原　太郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6

ハエバル　ハナコ

ハエバル　イチロウ

ハエバル　ジロウ

ハエバル　サブロウ

南風原　花子

南風原　一郎

南風原　二郎

南風原　三郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 7

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7

ハエバル　シロウ

南風原　四郎

課　長

100,000 100,000 100,000

100,000

200,000

10,000,000

前職：株式会社  ○○○○、令和6年3月31日退職

支払金額：1,500,000　社会保険料：150,000　源泉徴収税額：100,000

源泉徴収時所得税減税控除済額　　100,000円　　控除外額　　80,000円

普通徴収理由

Ｃ
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給　与 6,000,000

380,000
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